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令和５年度 事業計画 

Ⅰ 労働安全衛生法関係研修・講習 

 

１ 安全管理者選任時研修 

    この研修は、「安全管理者」の資格を取得するためのもので、令和５年度においては以下のとおり

実施する。 

  なお、この「安全管理者」は、林業、建設業、運送業等で常時５０人以上の労働者を使用する事業

場において選任が義務付けられているもので（労働安全衛生法第１１条）、その資格要件については、

大学の理科系を卒業し、その後２年以上産業安全の実務を経験しているなど一定の要件に該当する者

で、厚生労働大臣が定める研修を修了した者等となっている（労働安全衛生規則第５条）。 

  ちなみに、この研修を実施した場合は、毎事業年度経過後３ヶ月以内に、実施科目等について講習

を実施した場所を所管する都道府県労働局労働基準部安全主務課に報告するほか、修了者の氏名等を

記した帳簿の備付け・保管の義務がある（平成１８年厚生労働省告示第２４号に基づく厚生労働省労

働基準局長通達「平成１８年２月２４日付け基発第０２２４００４号」）。 

   

 (1) 開催地、実施日及び受講者数 

 開催地 実    施    日 受講者数（人） 

東 京 

令和５年 ４月１２・１３日   ６０ 

              ５月１８・１９日   ６０ 

             ６月２７・２８日   ６０ 

            ７月 ２５・２６日   ６０ 

            ８月２３・２４日 ６０ 

           ９月１３・１４日 ６０ 

１０月１９・２０日 ６０ 

１１月６・７日 ６０ 

１２月(予定) ６０ 

令和６年 １月（予定） ６０ 

２月（予定）  ６０ 

３月（予定） ６０ 

小 計  １２回（９回） ７２０ 

 大 阪 

令和５年 ５月２５・２６日   ４０ 

                 ９月２７・２８日 ４０ 

１１月 ９・１０日 ４０ 

令和６年 ３月（予定） ４０ 

小 計  ４回（５回） １６０ 

愛 知 

令和５年 ７月１２・１３日 ５０ 

令和６年 ２月２０・２１日 ５０ 

小 計  ２回（１回） １００ 

 合計１８回（１５回） ９８０ 

          ＊（ ）内は前年の計画数を表す。以下の表で同じ 
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 (2) 研修の内容 

  安全管理、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等、安全教育及び関係法令 

 

 

 

２ 安全衛生推進者養成講習 

  この講習は、「安全衛生推進者」の資格を取得するためのもので、令和５年度においては以下のと

おり実施する。 

  なお、この「安全衛生推進者」は、林業、建設業、運送業、製造業等で常時１０人以上５０人未満

の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられているもので（労働安全衛生法第１２条の

２）、その資格要件については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者等とな

っている（労働安全衛生規則第１２条の３第１項）。 

 

 

 (1) 開催地、実施日及び受講者数 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開催地 実    施    日 受講者数 

東 京 

令和５年 ４月１２・１３日   ６０ 

５月１８・１９日   ６０ 

６月２７・２８日   ６０ 

７月２５・２６日 ６０ 

                ８月２３・２４日 ６０ 

                ９月１３・１４日     ６０ 

              １０月１９・２０日     ６０ 

              １１月   ６・７日 ６０ 

１２月（予定） ６０ 

令和６年 １月（予定） ６０ 

             ２月（予定） ６０ 

             ３月（予定） ６０ 

小 計    １２回（１２回） ７２０ 

 令和５年 ９月（予定） ３０ 

 １１月（予定） ３０ 

神奈川 １２月（予定） ３０ 

 令和６年 １月（予定） ３０ 

 ３月（予定） ３０ 

 小 計  ５回（０回） １５０ 

愛 知 

      令和５年 ４月１８・１９日   ５０ 

             １０月１１・１２日 ５０ 

            １２月１３・１４日  ５０ 

小 計  ３回（３回） １５０ 
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大 阪 

       令和５年 ４月２５・２６日     ６０ 

                 ５月２４・２５日 ６０ 

             ６月１３・１４日 ６０ 

           ８月２８・２９日 ６０ 

             ９月２６・２７日 ６０ 

１０月２５・２６日 ６０ 

１１月８・９日 ６０ 

令和６年 １月１０・１１日 ６０ 

２月（予定） ６０ 

     ３月（予定） ６０ 

小 計  １０回（１０回） ６００ 

   埼 玉 

令和５年 ４月２７・２８日 ４０ 

         ８月（予定）   ４０ 

１０月（予定） ４０ 

１２月（予定） ４０ 

令和６年 ２月（予定） ４０ 

小 計  ５回（１回） ２００ 

宮 城 

 

令和５年 ５月１０・１１日 ５０ 

令和６年 ２月８・９日 ５０ 

小 計  ２回（２回） １００ 

静 岡 

    

令和５年 ７月２０日・２１日 ４５ 

令和６年１月（予定） ４５ 

    ３月（予定） ４５ 

小 計  ３回（３回） １３５ 

合 計 ４０回（３０回） ２，０５５ 

 

 (2) 講習の内容 

    安全管理、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等、健康の保持増進対策、

作業環境管理及び作業管理、安全衛生教育及び関係法令 

 

 

 

３ 衛生推進者養成講習 

    この講習は、「衛生推進者」の資格を取得するためのもので、令和４年度においては以下のとおり

実施する。 

  なお、この「衛生推進者」は、「安全衛生推進者」を選任すべき業種以外の業種で常時１０人以上

５０人未満の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられているもので（労働安全衛生法第

１２条の２）、その資格要件については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した

者等となっている（労働安全衛生規則第１２条の３第１項）。 
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(1) 開催地、実施日及び受講者数   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

開催地 実    施    日 受講者数 

東 京 

      令和５年 ４月１４日   ４０ 

５月１６日 ４０ 

５月２９日   １３０ 

６月２９日   ４０ 

７月２７日 ４０ 

８月２５日   ４０ 

１０月１７日   ４０ 

１２月（予定）  ４０ 

令和６年２月（予定） ４０ 

 小 計  ９回（１２回） ４５０ 

大 阪 令和５年 ６月１５日 ４０ 

 小 計  １回（１回） ４０ 

   合 計 １０回（１３回） ４９０ 

 

(2) 講習の内容                                                                            

      作業環境管理及び作業管理（危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含 

  む。）、健康の保持増進対策、労働衛生教育及び労働衛生関係法令    

 

４ 衛生管理者試験対策講座 

    この講座は、「衛生管理者」の免許試験に合格するための準備講習で、令和４年度においては以下

のとおり実施する。 

  なお、この「衛生管理者」は、常時５０人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務つけ

られているもので（労働安全衛生法第１２条）、その資格要件については、農林畜水産業、建設業、

運送業、製造業等の工業的業種にあっては第１種衛生管理者免許を、また、その他の業種である非工

業的職種にあっては第１種衛生管理者免許、第２種衛生管理者免許等を有することが必要となってい

る（労働安全衛生規則第７条第１項）。 

 

 (1) 開催地、実施日及び受講者数 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 開催地 実    施    日 受講者数 

   東 京 

       令和５年 ５月２２・２３日   ２５ 

７月（予定） ２５ 

               ９月（予定） ２５ 

               １１月（予定）   ２５ 

       令和６年 １月（予定）  ２５ 

           ３月（予定） ２５ 

   合 計                   ６回（６回） １５０ 

 

 (2) 講座の内容 

     厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格するために必要な知識 
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Ⅱ 労働者派遣法関係講習 

 

１ 派遣元責任者講習（対面方式） 

    この講習は、「派遣元責任者」に対するもので、令和５年度においては以下のとおり実施する。 

  なお、この「派遣元責任者」は、派遣元事業主において罰則付きで選任が義務付けられているもの

で（労働者派遣法第３６条）、派遣事業については、その許可基準の１つとして、「派遣元責任者講

習」を受講（許可申請受理日前３年以内の受講に限る。）した者を選任しなければならないこととな

っている（労働者派遣法第７条第１項に基づく厚生労働省職業安定局長通達「労働者派遣事業関係業

務取扱要領」）。 

  ちなみに、この講習は、厚生労働省職業安定局長に講習の開催に係る申出を行い、労働者派遣事業

に関わる講習等の事業実績を一定以上有すること等について確認された法人が実施できることとなっ

ている（同業務取扱要領）。 
 
(1) 開催日、実施日及び受講者数 

 開催地 実  施    日 受講者数 

東 京 

      令和５年 ４月 ３日   ３０ 

             ４月１４日   ３０ 

４月２１日 ３０ 

５月 ８日 ３０ 

                 ５月１６日   ３０ 

                  ５月２２日     ３０ 

              ６月 ２日     ３０ 

                  ６月１２日     ３０ 

                  ６月２３日     ３０ 

６月２９日 ３０ 

                  ７月 ７日     ３０ 

                  ７月２７日     ３０ 

８月１０日 ３０ 

８月２１日 ３０ 

８月２５日 ３０ 

９月 ６日 ３０ 

９月１５日 ３０ 

１０月 ６日 ２０ 

１０月１７日 ３０ 

１０月２５日 ２０ 

１１月３０日 ２０ 

１１月（予定） ３０ 

１１月（予定） ３０ 

１２月１２日 ２０ 
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１２月（予定） ３０ 

令和６年  １月（予定） ３０ 

１月（予定） ３０ 

２月（予定） ３０ 

２月（予定） ３０ 

２月（予定） ３０ 

３月（予定） ３０ 

３月（予定） ３０ 

小 計  ３２回（１２回） ９２０ 

静 岡 

         令和５年 ５月３１日     ４０ 

     ９月２８日     ４０ 

１１月２９日  ４０ 

          令和６年 １月（予定） ４０ 

              ３月２８日 ４０ 

小 計  ５回（５回） ２００ 

大 阪 

         令和５年 ４月２７日     ４５ 

                  ８月３０日     ４５ 

                 １０月２７日     ４５ 

         令和６年 １月１２日    ４５ 

小 計  ４回（４回） １８０ 

愛 知 

         令和５年 ４月２０日     ５０ 

                  ７月１４日     ５０ 

                 １０月１３日     ５０ 

１２月１５日 ５０ 

         令和６年 ２月２２日   ５０ 

小 計  ５回（４回） ２５０ 

埼 玉 

         令和５年 ４月２５日     ２５ 

                  ５月１２日     ２５ 

     ６月 ６日 ２５ 

          ７月 ６日 ２５ 

９月２１日 ２５ 

１１月（予定） ２５ 

             １２月（予定）     ２５ 

令和６年２月（予定） ２５ 

          ３月（予定） ２５ 

小 計  ９回（６回） ２２５ 
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２ 派遣元責任者講習（オンライン） 

    

  オンライン講習・事業計画 

   令和５年度は原則として月間５回、年間６０回を予定している。 

   オンライン受講者数は１回の開催につき、令和４年度の実績を踏まえ、２５名を計画する。 

    

  令和５年度・オンライン受講者数 

   ２５名 × ６０回 ＝１５００名  

 

３ 講習の内容 

   関係法令、派遣元責任者の職務上の留意点、個人情報の保護と公正な採用選考、労働基準法等の

適用に関する特例等 

以上、令和５年度において対面方式およびオンライン方式での派遣元責任者講習の着実な運営に努

めることとする。 

 

Ⅲ 優良派遣事業者認定制度の審査認定機関業務 

 

  労働者派遣事業の適正化、雇用管理の改善等を支援するため、厚生労働省委託事業である優良派遣

事業者推奨事業の優良派遣事業者の審査、認定業務を行うこととする。 

 令和４年度は１６社の優良派遣事業者の審査、認定を行った。令和５年度においては、 

 上期２社 下期２０社 計２２社を計画している。 

 

Ⅳ 会員拡大の取り組み 

  当センターの基盤を強化するため、今後ともサービスの向上等を図って、会員の拡大に努めること

とする。 

 

Ⅴ 会員等に対する相談・指導 

  会員企業をはじめ、派遣元企業及び派遣先企業等から多くの相談を受けており、今後とも労働者派

遣法や労働安全衛生法に関する相談・指導を充実、強化して、これら企業のコンプライアンス推進に

ついて支援するとともに、労働者の福祉の増進に寄与することとする。 

 

Ⅵ 広報活動 

  ホームページを中心とした広報活動を展開しているが、令和５年度においても引き続きネットワー

クサービスを活用し、豊富な最新情報を迅速に提供するなど、情報内容の充実と情報提供のスピード

化に一層努めることとする。 

また、講習会の種別、開催地を考慮した受講者適正確保のための FAXDM やメール DM、専門紙への告知

など、ピンポイントマーケティングを継続強化していく。 

神奈川 

         令和５年 ５月 １７日  ３０ 

                  ６月 １９日   ３０ 

                  ９月（予定） ３０ 

１２月（予定） ３０ 

令和６年 １月（予定） ３０ 

      ３月（予定） ３０ 

小 計  ６回（４回） １８０ 

合 計 ６２回（３９回） １，９５５ 


